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はじめに 

 

 「行政機関が行う政策の評価に関する法律」（平成 13年法律第 86号）第 20条におい

て、「政府は、政策効果の把握の手法その他政策評価等の方法に関する調査、研究及び開

発」の推進を図ることとされている。また、「政策評価に関する基本方針」（平成 13 年

12 月 28 日閣議決定）において、規制に係る事前評価について、「規制改革の推進に関す

る累次の閣議決定の趣旨を踏まえ、政策評価に必要な情報・データの収集を進め、積極的

に実施に向けて取り組む」こととされている。これらを踏まえ、総務省行政評価局におい

ては、「平成 15年度行政評価等プログラム」において、「行政評価局が行う政策の評価の

質の更なる向上等を図るため、必要な分析手法等の調査、研究等を推進する」こと等を盛

り込んでいる。 

 以上のことから、規制に関する政策評価の質の更なる向上等を図ることを目的とし、規

制に関する政策評価に必要な情報、分析手法等の検討を行うために、平成 15年 9月から『規

制に関する政策評価の手法に関する研究会』において、諸外国の関係制度における実態を

把握・分析し、規制の政策評価手法に関する考え方の整理等を行ってきた。 

 この間、平成 16年 3月 19日に閣議決定された「規制改革・民間開放推進 3か年計画」

において、各府省は、平成 16年度以降、規制影響分析（RIA）を試行的に実施することと

し、評価手法が開発された時点で、行政機関が行う政策の評価に関する法律の枠組みの下

で義務付けを図るものとされた。また、総務省行政評価局は、①試行的な RIA の実施状況

を把握・分析するとともに、取組の推進に資するような知見・情報等を各府省に対して提

供すること、②調査研究等の実施を通じて、評価手法の開発の推進に努めることとされた。 

 このように、我が国政府全体として、規制の政策評価を進めていくことが求められてい

る中、今般取りまとめた『規制に関する政策評価の手法に関する調査研究』報告書は、こ

うした状況も踏まえつつ諸外国の状況を整理したものであり、我が国において規制の政策

評価に取り組む上でも参考となりうると考える。 

 この報告書が、総務省及び各府省において我が国の規制の政策評価手法の開発の推進を

行うに際しての一助となることを切に期待する。 
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